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「地域の身近な相談相手である福祉ボランティア」 

民生委員は、一言でいうと、地域の身近な相談相手である福祉ボランティアです。

高齢者、障害者、子育て中の家庭、生活に困っている家庭などが、福祉的な支援を

必要とするとき、誰でも相談できます。 

民生委員は、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役です。 

住民の困りごとを聞いて、適切な専門機関につなぐまでが役割で、民生委員自身

が課題を解決する必要はありません。 

＜民生委員の活動事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員一人一人には、自分が見守りを担当する区域が割り振られています。 

担当区域は、おおよそ自治会単位に分けられていて、民生委員は自分の担当区域

に住む高齢者や障害者、生活に困窮している世帯などを定期的に訪問し、状況把握

に努めます。 

必要に応じて、見守り対象者の相談に応じ、ニーズにあった福祉サービスを紹介

したり、行政などの専門機関に連絡したりします。 

 

 

 

 

 

 

(1) 民生委員・児童委員とは 

 

・子育てサロンの開催 

・児童登下校時の声か

け、 

パトロール運動 

・災害時避難行動要支援

者の把握 

・福祉ふれあいまつり、

高齢者への配食など地

区社会福祉協議会事業

への協力 
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秦野市の現状 

秦野市における民生委員の定数は２６０人です。民生委員の定数は、民生委員配

置に関する国の基準と地域の実情を勘案して決定されます。 

高齢化の進行や働き方改革、定年延長などを背景に、全国的に民生委員の担い手

不足が深刻な状況となっています。民生委員に求められる業務は多様化し、負担も

増していることから、市では平成３０年度から民生委員業務の見直しを行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  身分 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員 

児童福祉法の規定によって、児童委員も兼ねる 
 

２ 任期 

    ３年 
 

３  費用弁償 

    報酬は支給されないが、交通費などに充てる活動費は支給される 

  源泉徴収されず、確定申告不要！ 
 

４ 構成 

(1) 区域担当【高齢者中心】 

      特定の区域を担当し、高齢者や障害者、子育て中の家庭などの相談・支援を行

う 

(2) 主任児童委員【子ども中心】 

児童相談所や市と連絡を取りながら、区域に限定されずに児童福祉に関する事

項を専門的に活動する 
 

５ 守秘義務 

民生委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上、知り得た情

報について守秘義務が課せられている 

 

民生委員活動中の公務災害補償制度 
 

民生委員は非常勤特別職の地方公務員のため、活動中にケガなどをした場合、

公務災害として補償される可能性があります。加えて、活動中の事故による傷害

や賠償責任などを補償するため、別途、保険に加入していますので、活動中にケ

ガなどをした場合は、市民児協事務局（84-5511）までお問い合わせください。 

●民生委員活動中のケガ等  ・公務災害による補償 

              ・全国民生委員児童委員連合会の保険による補償 
 
●ボランティア活動中のケガ等・全国社会福祉協議会の保険による補償 
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民生委員の役割については、民生委員法第１条で規定されています。 

民生委員は、住民の身近な相談相手として、住民目線で、住民や地域の課題を把

握し、受け止め、関係機関へつないでいくことが大きな役割の１つです。また、民

生委員は、地域を見守る中で、地域課題を発見したり、捉えたりする機会が多くあ

ります。地域をよりよくするため、住民を代表して、関係機関などに地域課題を発

信することが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域共生社会」の一翼としての役割 

超少子高齢社会を迎えた今、国では、地域住民がともに支え合い、地域課題を解

決する「地域共生社会」を推進しています。 

 市でも、住民一人一人の生活にきめ細やかに対応するため、令和元年度から「地

域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制づくりを行っています。地域に密着

して活動する民生委員の協力なくして、「地域共生社会」の実現はあり得ません。

「地域共生社会」の一翼を担う存在として、民生委員に対する期待は、ますます高

まっています。 

(2) 民生委員・児童委員の役割 

民生委員法第１条  

「民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に

立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉

の増進に努めるものとする」 

 

民生委員・児童委員の具体的な役割 

 

・住民の身近な相談相手、見守り役 

・住民と行政や関係機関とのつなぎ役 

・地域の福祉課題の発信 
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地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談に乗りま

す。 

 

 

社会福祉の制度やサービスについて、必要な情報を地域住民に的確に提供します。 

 

 

地域住民が福祉ニーズに応じたサービスを得られるよう、関係機関、施設等に連

絡し、必要な対応を促すパイプ役になります。 

 

 

担当区域内で支援が必要な地域住民の発見に努め、実態や福祉ニーズを日常的に

把握します。 

 

 

１ 相談 

(3) 民生委員・児童委員の職務 

民生委員法第１４条 

①住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと 

②援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと 

③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提

供その他の援助を行うこと 

④社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者

と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること 

⑤福祉事務所、その他の関係行政機関の業務に協力すること 

２ 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、 

住民の福祉の増進を図るための活動を行う 

２ 情報提供 

３ 連絡通報 

４ 調査 
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１ 職務を行う上で必要な知識及び技術の修得 

支援を求める人への相談やサービスの紹介、地域活動への協力など、民生委員

の職務は幅広いことから、地域福祉の考え方や制度について可能な限り精通する

ことが大切です。 

そのためには、他の民生委員に相談したり、地区民児協での学習や事例検討、

県民児協の研修などを活用したりしてください。 

 

２ 個人の人格の尊重と守秘義務 

  民生委員は、見守り対象者の家族構成や障害の内容、経済状態など、通常、第

三者には知らせない情報を取扱います。民生委員の配偶者や家族であっても共有

することはできず、情報の取扱いには十分注意してください。 

民生委員が秘密を漏洩するおそれがあると、地域住民が安心して相談すること

ができませんので、民生委員が適切な支援を行うために、守秘義務は必ず遵守し

てください。 

 

３ 災害への備え（要援護者に関する情報の把握） 

災害に備えて、在宅の高齢者や障害者等、要援護者の情報を得るように心がけ、

市や自治会などと連携して、地域ぐるみで迅速に避難できるようにします。 

ただし、実際に災害が発生したときには、自分自身と家族の安全を最優先に考

え、安全が確保されてから、無理のない活動をすることを心掛けてください。 

 

４ 政治目的への地位利用の禁止 

民生委員は、民生委員法第１６条で、「その職務上の地位を政党又は政治目的

のために利用してはならない」と定められています。 

これは、民生委員としての職務を離れ、一個人として政治的活動を行うことま

でを禁止しているものではありませんが、その判断は見た目ではわかりません。 

適切な支援を行うためには、地域住民に不信感を抱かせることのないよう、担

当区域内の政治的活動については避けてください。  

(4) 民生委員・児童委員の心構え 
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活動記録とは、民生委員が具体的にどのような活動を行っているかを記録し、国

に報告するものです。全国約２３万人の活動記録を集計・分析することで、民生委

員の現状を明らかにするとともに、国民が直面している福祉課題、生活課題を明ら

かにすることに役立っています。 

 

 

 

民生委員 と し

て 

日々の活動を記録し、自らの活動を定期的に振り返ることで、要支

援者に対する継続的な支援の参考とするとともに、以後の活動へと役

立てます。 

民児協として 

地区会長が各委員の活動状況を把握し、必要な配慮を行うととも

に、各委員の活動状況を全体として捉えることで地域の福祉課題を把

握し、民児協としての組織的な活動につなげることもできます。 

国として 

厚生労働省において、全国約２３万人の活動記録を集計・分析する

ことで、民生委員活動の状況を明らかにするとともに、国民の福祉課

題、生活課題の動向を踏まえ、各種福祉政策の企画・立案の基礎資料

として活用されています。 

 

活動記録に記入する内容は、次に示す「民生委員として取り組む活動」です。 

□ 個別の住民（世帯）に対する相談・支援活動 

□ 住民（世帯）の訪問活動 

□ 民児協活動 

□ 民生委員として参加・協力する行政、他団体の活動等 

□ その他、民生委員として行う活動 

 

 

 

 

 

 

(5) 活動記録 

 
こんなことに活用されています！ 
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（活動記録の様式） 

 

 

 

 

 

 

 

（活動記録の記入手順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日・

曜日 

活動 

概要 

相談・支援

件数 
その他の活動件数 

訪問回数 連絡調整回数 活

動

日

数 

内容 分野 

調
査
・
実
態
把
握 

行
事
・
事
業
・
会

議
へ
の
参
加
協
力 

地
域
福
祉
活
動
・

自

主

活

動 

民
児
協
運
営
・
研
修 

訪
問
・
連
絡
活
動 

そ

の

他 
委

員

相

互 

そ

の

他

の 

関

係

機

関 

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11） 

( )      

 

      

住民や関係者との個

別対応があったと

き。 

内容は(1)～(14)、分

野は(16 )～(19)に区

分されている。 

「相談・支援」以外の

さまざまな活動 

住民との間の

訪問や連絡 

民生委員・児童

委員同士や関係

者との間の連絡

や調整 

分類表１参照 分類表２参照 
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（注意事項） 

□ 個別の住民（世帯）に関するプライバシー性の高い情報（具体的な相談・支援内容

等）は記入しないでください。 

□ 活動記録は自宅で適切に保管し、持ち歩かないようにしましょう。 

 

（練習問題） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

日・
曜日 

活動 
概要 

相談・支援
件数 

その他の活動件数 訪問回数 連絡調整回数 活

動

日

数 

内容 分野 

調
査
・
実
態
把
握 

行
事
・
事
業
・
会

議
へ
の
参
加
協
力 

地
域
福
祉
活
動
・

自

主

活

動 

民
児
協
運
営
・
研
修 

訪
問
・
連
絡
活
動 

そ

の

他 

委

員

相

互 

そ

の

他

の 

関

係

機

関 

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) 

( )  (２) (16)     一   一 〇 

日・
曜日 

活動 
概要 

相談・支援
件数 

その他の活動件数 訪問回数 連絡調整回数 活

動

日

数 

内容 分野 

調
査
・
実
態
把
握 

行
事
・
事
業
・
会

議
へ
の
参
加
協
力 

地
域
福
祉
活
動
・

自

主

活

動 

民
児
協
運
営
・
研
修 

訪
問
・
連
絡
活
動 

そ

の

他 

委

員

相

互 

そ

の

他

の 

関

係

機

関 

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) 

( )     一       〇 

１ ひとり暮らしの高齢者のＡさん宅を見守りのために訪問した①際、Ａさんから介

護保険の利用申請について相談があった②ので、市役所の高齢介護課に連絡して③

介護保険の申請方法を確認した③。 

② ③ ①  

２ 小学校が主催する定例打ち合わせ会に呼ばれて参加した。 

 
１日にさまざまな活動をして、複数の記録を書いたとしても、活動日数は１日としてカウント 

されます。活動日数欄には、その日の最初の活動を書いたときだけに、「○」を付けます。 

 
全民児連発行の「活動記録記入の手引き」には、具体的な活動事例が

いくつも紹介されていて、記入の仕方の参考になります。 
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「調査事務」とは、福祉サービス等を利用したい住民から申請の際に必要な書類

として「調査書」の作成依頼を受け、その依頼事項について事実確認を行い、調査

書を発行することです。 

民生委員が発行する書類は行政機関が発行する「証明書」とは異なり、状況を確

認した内容という意味で「調査書」と呼ばれます。 

調査事務は、民生委員の相談支援活動の一環として位置づけられています。 

 調査書には、①様式が決まっているものと②任意の様式でよいものとがあります。

①については、Ｐ２７からの「(3)保育所申込時の就労状況調査」や、Ｐ３０から

の「(5)児童扶養手当申立書調査」のとおり対応してください。②については、県

民児協で作成している２枚複写 

のものを使用してください（右 

図参照）。１枚目の依頼書は、 

２枚目の調査書の控えとなります 

ので、発行日から３年間は保管し 

てください。取扱い範囲について、 

次頁のフローチャートに従ってく 

ださい。

 判断に迷ったとき、わからないときは、一人で決めない！ 

依頼内容について調査書を発行してよいか判断に迷ったとき、調査書の書き方

などがわからないときなどは、一人で判断せず、後日回答することを依頼者に伝

え、一旦相談を預かるようにしましょう。不安や不明な点があるときは、地区会

長や地域共生推進課にお問い合わせください。 

 他の代替手段がある場合は、原則発行しない！ 

依頼者には、事実を証明するものとして、証明能力の高い公的機関の証明を優

先するよう説明しましょう。 

民生委員が作成する調査書は、あくまで、事実を聞き取り、その内容を記入す

る状況確認になります。 

(6) 調査事務 

（依頼書） （調査書） 
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調 査 書 を 発 行 で き な い こ と ・ 代 替 手 段 に つ い て 説 明 す る 

調 査 書 を 発 行 し な い 
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民生委員に選出されると、各地区の民生委員児童委員協議会に所属します。 

民生委員児童委員協議会とは、民生委員法第２０条で設置が義務付けられていて、

通称「民児協」と呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

民児協には、地区民生委員児童委員協議会（地区民児協）のほかに、秦野市民生

委員児童委員協議会（市民児協）、神奈川県民生委員児童委員協議会（県民児協）、

さらに全国民生委員児童委員連合会（全民児連）があります。 

この４つの違いは、地区民児協が法律で設置が義務付けられているのに対し、市

民児協、県民児協、全民児連は任意の団体として設置されています。 

地区民児協は、法律に規定されていることから、法定単位民児協と呼ばれていま

す。 

一方、市・県民児協、全民児連は、その域内にある法定単位民児協の連合組織で

あることから「連合民児協」と呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地区民生委員児童委員協議会【法定単位民児協】 

➡ 法律で設置が義務付けられている 

 

・秦野市民生委員児童委員協議会 

・神奈川県民生委員児童委員協議会   

・全国民生委員児童委員連合会 

➡ 任意団体として設置されている 

・地区民生委員児童委員協議会【法定単位民児協】 

➡ 法律で設置が義務付けられている 

 

・秦野市民生委員児童委員協議会【連合民児協】 

・神奈川県民生委員児童委員協議会   

・全国民生委員児童委員連合会 

➡ 任意団体として設置されている 

 

(1) 民生委員児童委員協議会 

民生委員法第２０条    

「民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定め

る区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない」 

- 15 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区民児協における役割で、特に重要なものは、２つあります。 

１つ目は、「困難な課題を抱える世帯への支援の方法等について検討する」こと

です。見守り活動を行っていく中で、困難事例に遭遇したとき、「どう支援するの

か」を判断することは、とても難しいです。地区民児協で、地区会長を中心に協議

することで、多くの知識が結集され、よりよい支援に結びつくだけでなく個々の民

生委員の負担感が軽減されることにつながります。 

２つ目は、「月１回の定例会や研修などを実施する」ことです。 

市民児協では、月１回、各地区会長が出席する常任理事会を開催し、関係機関か

らの情報提供を受けたり、さまざまな課題に対して意見交換を行ったりしています。 

地区民児協の定例会では、常任理事会で提供された関係機関からの情報を共有し

たり、委員の資質向上を目指した研修などを行ったりしていて、意見交換、情報交

換、交流の場となっています。 

 

 

 

 

 

民生委員児童委員協議会の主な役割 

民生委員法第２４条 

① 民生委員が担当する区域又は事項を定めること 

② 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること 

③ 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機

関との連絡に当たること 

④ 必要な資料及び情報を集めること 

⑤ 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術

の修得をさせること 

⑥ その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理す

ること 

・ 困難な課題を抱える世帯への支援の方法等についての検討   

➡ 地区会長を中心に協議し、よりよい支援や個々の民生委員の負担感を軽

減する 

・ 月１回の定例会や研修などの実施 

➡ 委員の資質向上や連携強化を図る 
 

月１回の定例会は意見交換、情報交換、交流の場なので、 

できる限り出席してください！ 
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 市民児協活動の一部を   

紹介します。 

安心カードは、倒れてしまったときなど「もしものとき」

に、助けに来た人に役立ててもらうため、その人に関する持

病や緊急連絡先などの情報を記入しておくものです。 

市民児協では、平成２３年に作成以後、ひとり暮らしの高

齢者、高齢者だけの世帯、障がいのある方々など、見守り対

象者を中心に配付しています。 

カード裏面には、暮らしの困りごとを相談できる市役所な

ど窓口の連絡先が書いてありますので、普段の生活の中で使

うこともできます。 

安心カードは、対象者本人が自宅で保管し、救急隊員など

が発見しやすいよう、玄関又は電話機や冷蔵庫の近くに置

き、設置場所を記した専用のシールを玄関扉の内側に貼付し

てもらっています。 

救急現場でもカードの情報を医療機関と共有するなど、役

立てられています。 

その１ 安心カード 

おもて（市内共通） 

その２ ふれあいサロンほっとコーナー 

ふれあいサロンほっとコーナーは、市の４か月児健診時に、きょうだいの子を預かった

り、子育てに関する親御さんの悩みを聞いたりしています。 

子育てへの不安を和らげたい、民生委員を知ってもらい困った時にすぐ相談してもらい

たいとの思いから、平成１７年度にスタートしました。 

地区民児協の当番制により、第２・第４金曜日の保健福祉センターにて開設していま

す。 

その３ 民児協だより「まなざし」 

民児協だより「まなざし」は、民生委員の取組みや活動する上で役立つ情報などを紹介

する会報誌です。これまで民生委員と市の関係部署などに配付されてきましたが、民生委

員ＰＲ強化のため、令和３年度からは自治会での組回覧を実施しています。 

より多くの方に民生委員の活動を知ってもらうことで、活動への理解・協力、民生委員

の担い手不足解消につながると考えています。 

 
部会を中心に、みんなで 
協力しながら活動しています。 
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市民児協には、「地域援護部会」「高齢部会」「障害部会」「児童部会」「広報

部」「主任児童委員部」の４部会２部があります。 

部会は、民生委員としての活動事項について、専門的に研究討議し、委員の資質

向上と地域福祉の増進を図る目的で設置されています。 

部会では、それぞれの研究テーマに合った関連施設の視察や勉強会、他市町村と

の交流会などが開催されています。 

 

 

 

 

 

 

４部会については、各地区の正副部会長２名と地区会長が務める担当会長２名の

計２６名で構成されています。 

広報部は各地区１名と担当会長１名の計１３名、主任児童委員部は各地区主任児

童委員２名と担当会長２名の計２６名で構成されています。 

 

【秦野市民生委員児童委員協議会組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 部会等 
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 地区社会福祉協議会とは、暮らしの中にある地域の福祉課題に、住民が主体とな

って取り組む任意団体です。その始まりは、孤立死を防ぐため、民生委員の声かけ

によって作られたとされています。 

 秦野市には全部で７地区あり（本町、南、東、北、西、大根、鶴巻）、構成メン

バーは地区によって異なりますが、自治会、各地区民児協、ボランティア団体、社

会福祉施設などが中核となって組織しています。主な活動内容としては、地区の高

齢者を対象とした交流事業や配食、福祉ふれあいまつりなどを実施しています。 

 地区社会福祉協議会は、略して、地区社協（ちくしゃきょう）と呼ばれていま

す。 

 

【地区社協とは】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 地区社会福祉協議会 

自分たちの地域は自分たちでよくしていこう！ 

地域の困りごとを地域のネットワークで解決！ 

困っている人に 

気づく 

気づいたことを 

話す場がある 

 
共有・検討 

地区社協活動で支える 

専門機関につなぐ 

地域で助け合う 

 
解決 

 
発見 

地区社協の

機能 

 
地区社協の活動は、地域の実情を知る、顔の見える関係づくりにつながりま

す。地区社協との連携が強化されると、民生委員活動にも役立ちます！ 
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市から民生委員に依頼する主な業務内容は、次のとおりです。 

依頼業務名 担当課 業務内容 
実施 

時期 

(2) 
ひとり暮らし 

高齢者等世帯登録 
高齢介護課 

【区域担当】 

65 歳以上のひとり暮らし

高齢者等の登録の申請を

受けつける。また、3 年

ごとに 70 歳以上の高齢者

を対象に、戸別訪問し、

世帯の状況等を確認する 

随時 

(3) 
保育所申込時の 

就労状況調査 
保育こども園課 

【区域担当】 

自営業者が保育所等の利

用を申込む際に、就労状

況を確認し、調査書を作

成する 

随時 

(4) 
こんにちは 

赤ちゃん訪問 
こども家庭支援課 

【主任児童委員】 

赤ちゃん（生後４か月ま

で）が生まれたすべての

家庭を訪問し、育児の相

談や子育て支援に関する

情報提供を行う 

通年 

(5) 
児童扶養手当 

申立書調査 
子育て総務課 

【区域担当】 

ひとり親等が児童扶養手

当の申請をする際に、申

し立てに対する調査を行

う 

随時 

(1) 市から依頼する主な業務内容一覧 
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 ６５歳以上でひとり暮らしの方や６５歳以上の方だけの世帯の方は、市に登録す

ることによって、いろいろなサービスが受けられます。 

世帯の状況や緊急連絡先などを登録することにより、民生委員、地域高齢者支援

センター、高齢介護課、消防本部で情報を共有し、安心して地域で暮らせるように

支援します。 

 

【受けられるサービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申し込み方法】 

民生委員又は地域高齢者支援センターが登録希望者宅を訪ね、手続きします。 

 

【登録対象者】 

居住者全員が６５歳以上で、同敷地内又は隣接した敷地（集合住宅の場合は同一

棟内）に６５歳未満の一親等内親族（配偶者を含む。）が居住していない場合に、

登録可能です。 

※ ６５歳未満の方が扶養義務を果たせない場合（障害を持っている、絶縁状態

にあるなど）は登録可能です。 

 

 

１ 地域での見守り 

民生委員や地域高齢者支援センター職員が必要に応じて訪問し、相談な

どを受けます。登録すると、困りごとに対し、介護保険制度や福祉サービ

スなどの迅速な支援につなぐことができます。 

 

２ 給食サービス 

自分で食事の用意が難しい方に、安否確認を兼ねて栄養バランスのとれ

たお弁当を配達します。（別途要件及び自己負担有） 

 

３ 消防本部との情報共有 

緊急連絡先や持病を登録しておくことにより、救急搬送時に速やかに家

族等と連絡を取ります。 

（2）ひとり暮らし高齢者等世帯登録 

 

（高齢介護課） 
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【登録要件の事例】 
 

 

６５歳以上の本人及び同居している方 

 

 

 

６５歳未満の一親等内親族 

 

 

 

１ 同敷地内又は隣接する敷地に親族

が居住している場合は登録できませ

ん。 

２ 同棟のマンション等に親族が居住

している場合は登録できません。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 一緒に住んでいる方が６５歳未満

の場合は登録できません。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 親族の居住する建物が公道によっ

て分けられている場合は登録できま

す。 

 

【事例別の提出書類】 
 
       
 
 
 
 
 

                             

 

 
☆ 住民票を異動せず引越しなどをすると、市では把握できないため、市からの報告が無い場合

は、変更届によりご報告ください。 

 

 

 

× 

× 

○ 

本人 親族 

× 

本人 

親族 

65 歳未満同居者 

本人 

本人 

親族 

本人 

 

親族 

公

道 

死亡・転出 届出不要（抹消） 

 

市内転居 

民生委員の変更を伴う 

届出不要 

（※転居先での登録には再度
申込が必要） 

民生委員の変更を伴わない 届出不要 
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【よくある質問】 

Ｑ１ 担当地区内の６５歳以上の方全てを登録しなければならないのか。 

Ａ１ 登録は、対象者本人の希望によるものなので、制度を紹介したうえで、

本人が必要ないと判断した場合は無理に登録する必要はありません。ただ

し、必要な方に制度の情報が届くよう、訪問による制度の紹介などをお願

いします。 

Ｑ２ 対象者は、５０歳代の息子と同居しているが、息子は毎日朝早く、帰り

も遅い。日中はひとり暮らし状態なので登録できるか。 

Ａ２ 原則として６５歳未満の親族と同居している場合は登録対象外です。 

「日中独居」についても原則、登録対象外です。ただし、息子の帰宅頻

度が週１日などの場合は、住民票上同一世帯であっても、登録を認める場

合があります。判断に迷う場合は、高齢介護課までお問い合わせくださ

い。 

Ｑ３ 住民票上は５０歳代の息子が同一世帯となっているが、実際には息子の

居住実態はなく、高齢夫婦二人暮らしである。登録できるか。 

Ａ３ 住民票上同一世帯であっても、実態としてひとり暮らし又は高齢者のみ

の世帯であれば登録可能です。この場合、申込書（第１号様式）の裏面

「特記事項」欄にその旨記載していただけると手続きがスムーズです。 

Ｑ４ 居住実態のある場所と住民票のある場所が違うようだが、登録できる

か。 

Ａ４ 市内に住民票があれば登録することは可能です。この場合、分かる範囲

で構いませんので、申込書（第１号様式）の裏面「特記事項」欄にその旨

記載していただけると手続きがスムーズです。 

Ｑ５ 対象者の死亡、転居、転出等のときにも変更届を提出するのか。 

Ａ５ 住民票の動きで把握できる死亡、転居、転出等の場合は、変更届の提出

は不要です。 

Ｑ６ 変更届（第３号様式）に「発生日」欄があるが、いつだかはっきりとは

わからない場合、どうすればいいか。 

Ａ６ 施設入所等の日が分かればそれを記載していただきますが、分からない

場合は空欄で構いません。 

Ｑ７ 高齢世帯登録をした夫婦のうち、夫が施設入所した。施設入所した旨の

変更届を提出するほか、妻がひとり暮らしとなるので新規登録の申込みが

必要か。 

Ａ７ 高齢者世帯からひとり暮らし世帯になる場合は、人数変更として処理し

ますので、変更届のみの提出で構いません。 
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第１号様式（第４条関係） 

在宅ひとり暮らし高齢者等登録資格認定申込書兼生活実態調査票兼台帳 

 

 ××年××月××日  

 （宛先） 

秦野市副市長 

 

私は、次の同意事項を確認のうえ、在宅ひとり暮らし高齢者等の登録資格の認定

について申し込みます。 

※ 申込者及び世帯員御本人が同意事項を確認し、署名又は記名押印をしてくださ

い。 

申込者 

及び 

世帯員 

住 所 秦野市 

氏 名 
秦野 太郎      秦野 花子      

    

同意事項 

１ この様式に記載された内容（次項に示す変更内容を含む。）及びこの申込

みの結果について、秦野市（消防本部を含む。）、地域高齢者支援センター

及び民生委員に共有されること。 

２ 登録要件に該当しなくなったとき又は登録について必要な事項の変更をし

たときに、担当民生委員等が「在宅ひとり暮らし高齢者等登録資格認定変更

届」により手続をすること。 

 

地区担当 民生委員： 丹沢 一郎 ( 本町 )地域高齢者支援センター 

訪 問 者 ☑ 民生委員  □ 地域高齢者支援センター(氏名：      ) 

訪 問 日 令和×年××月×日 

 

 

固定電話番号 82-5111 火災報知器設置 ☑ 有  □ 無  □ 不明 

緊
急
連
絡
先 

氏 名 関 係 住 所 電話番号 

秦野 二郎 長男 秦野市上大槻１９０ 090-5555-6666 

伊勢原 撫子 長女 伊勢原市田中３４８ 090-7777-8888 

※ 申込者及び世帯員の詳細について裏面に記入してください。 

 

桜町１－３－２ 

記入例  

 
必ず「同意事項」を確認してもらい、

ご本人に署名（※代理人の場合は記名

押印）をしてもらってください。 

 

地区担当欄： 

民生委員名と高齢

者支援センターの

地区名を記入 

 
対応者欄：実際に訪問した人にチェック。地域高齢者支援

センター職員と一緒に訪問した場合は、両方にチェックと

職員氏名を記入してください。 

 

緊急連絡

先は、連

絡が取り

やすい方

をできる

だけ記載

してくだ

さい。

（連絡先

がない方

もいます

が、制度

への登録

は可能で

す。） 
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申
込
者 

ふりがな     はだの たろう 
男 

女 

生年月日 
□大正 ☑昭和 

11 年 11 月 11 日 

氏 名   秦野 太郎 携帯電話番号 090-1111-2222 

健
康
状
態
等 

かかりつけ 病院・薬局等 ：  

持病等 
病 名 ：  

服用薬 ：  

ケアマネ 事業所 ： 秦野居宅介護事業所 担当者 ： 八重 桜 

特
記
事
項 

 

 

 

 

世
帯
員 

ふりがな     はだの はなこ 続柄 男 

女 

生年月日 
□大正 ☑昭和 

12 年 12 月 12 日 

氏 名   秦野 花子 妻 携帯電話番号 090-3333-4444 

健
康
状
態
等 

かかりつけ 病院・薬局等 ： 秦野赤十字病院 循環器科 

持病等 
病 名 ： 高血圧 

服用薬 ： ノルバスク  

ケアマネ 事業所 ：  担当者 ：  

特
記
事
項 

 

 

 

 

世
帯
員 

ふりがな  続柄 男 

女 

生年月日 
□大正 □昭和 

 年  月  日 
氏 名   携帯電話番号  

健
康
状
態
等 

かかりつけ 病院・薬局等 ：  

持病等 
病 名 ：  

服用薬 ：  

ケアマネ 事業所 ：  担当者 ：  

特
記
事
項 

 

 

 

登録する方全員について、それぞれ枠内を記入してください。氏名などのほか、健

康状態等欄や特記事項欄（民生委員・地域高齢者支援センター・消防本部・高齢介

護課で共有しておいたほうがいい内容）があれば記入してください。 

世帯員が４人以上の場合、４人目以降の記入用に「第４号様式」があります。 
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第３号様式（第６条関係） 
在宅ひとり暮らし高齢者等登録資格認定変更届 

 
××年××月××日  

 （宛先） 

 秦野市副市長        

                   住所 秦野市寿町３－１２ 

                  氏名 丹沢 一郎 

                     電話 ８２－５１１１ 

次のとおり変更がありましたので、秦野市在宅ひとり暮らし高齢者等登録要綱第

６条の規定により届け出ます。 

住 所 秦野市桜町１－３－２ 発生日 令和×年×月×日  

氏
ふ り

 

名
が な

 
秦野
は だ の

 太郎
た ろ う

 秦野
は だ の

 花子
は な こ

  

変

更

内

容 

□ 登録抹消 

□ 施設等入所  □ 長期入院  □ その他（        ） 

□ ６５歳未満の親族等と同居(同敷地内・隣接した敷地の居住を含む) 

 

☑ 緊急連絡先変更 

☑ 修正（ 変更前： 伊勢原 撫子 090-7777-8888           ） 

□     （ 変更後：        090-1234-5678          ） 

☑ 追加（  秦野 三郎(次男)  秦野市名古木４０９  090-3333-4444   ） 

□ 削除（                         ） 

 

□ 既登録世帯への人員追加（ 追加先の登録者：         ） 

※追加する方の調査票兼台帳(第４号様式)を作成し、併せて提出 

 

□ その他（                         ） 

※大幅な変更がある場合、調査票兼台帳(第４号様式)を作成し、併せて提出 
 

※ 次の場合は、秦野市が異動を確認するため、変更届は原則不要です。 

・死亡・転出→登録抹消（届出不要） 

・民生委員の変更を伴う市内転居→登録抹消（届出不要）※転居先での登録には再度申込みが必要 

民生委員の変更を伴わない市内転居→住所変更（届出不要）※登録は継続されます。 
 

 
欄外に記載したとおり、死亡・転出等は市で確認し、翌月各委員に報告いたしま

す（原則届出不要）。ただし、住民票を異動せず引越しなどをすると、市では把

握できないため、市からの報告が無い場合は、変更届によりご報告ください。 

記入例  

 

「すでに登録し

ている世帯に新

たな人が増える

場合」や、「登

録内容が大幅に

変わる場合」

は、第４号様式

に記載し、変更

届と併せて提出

してください。  
その他の変更について記載してください。 
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自営の方が保育所等の利用を申込む際に、就労状況を確認し、確認書を作成しま

す。 

【確認書交付までの流れ】 
 

 

 

 

 

 

【注意事項】 
 

１ 面談日を調整するため、依頼者から電話があったら、就労状況等確認書の用紙

を持っているか確認してください。用紙を持っていない場合は、市のホームペー

ジからダウンロードするか、用紙を取り寄せるよう伝えてください。 

２ 確認書の作成にあたっては、民生委員としての信用を損なわないよう、推測や

噂で安易に作成し、発行することのないようお願いします。 

３ 民生委員として事実の確認ができないものは、確認書を発行しません。 

一方で、民生委員には住民側の立場に立った活動が求められていますので、外

観から十分な確認ができない場合や書類等が乏しい場合でも、依頼人の主張に矛

盾がなければ、「依頼人は上記依頼内容のとおり就労していると申し立ててい

る。」を選択し、確認書を発行してください。 

仮に依頼人が虚偽の申告をしていた場合でも、その信ぴょう性については市が

判断することになります。誠意を持って行った調査であれば、その結果に民生委

員が責任を問われることはありません。 

４ 民生委員用の控えがありませんので、必要に応じて、依頼人名と交付日をメ

モするなどしてください。 

① 依頼人が居住区域の民生委員を確認する。 

② 依頼人が居住区域の民生委員に連絡し、面会日を決める。 

③ 民生委員が依頼人の就労状況を聞き取り、確認書を交付する。 

  （確認書は、依頼人が持ってくる。） 

(3) 保育所申込時の就労状況調査 （保育こども園課） 
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就労状況等確認書（保育所等申込用） 

 

秦野市    地区民生委員・児童委員 

氏 名              様 

 

 秦野市への保育所等申込みのため、         （依頼人名）が下記

依頼内容のとおり就労していることを確認してください。 

  

依頼人 

住所  

氏名  生年月日  

 

依頼 

内容 

・ 

 

 

 

例）（依頼人名）が自営で○○○（店名、業務名等）を営んでいること。 

  （依頼人名）が○○（父、母等の親族）の経営する○○（社名、事務所名

等）で働いていること。 

 

（民生委員・児童委員記入欄） 

調査 

結果 

□ 上記の依頼内容について、事実と相違ないことを確認しました。 
 

※確認根拠（□就労現場での確認 □各種書類での確認  

□その他                  ） 

 

□ 依頼人は上記依頼内容のとおり就労していると申し立てている。 

 
 令和  年  月  日 

秦野市    地区民生委員・児童委員 

氏 名              印

点
線
以
下
の
欄
を
記
入
し
て
依
頼
者
に
渡
し
ま
す
。 
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秦野市が委嘱したこんにちは赤ちゃん訪問員が対象家庭に訪問して、子育て支援

に関する情報提供等を行うことにより、育児不安を軽減するとともに、地域と子育

て家庭をつなぎ、孤立を防ぐことを目指します。この事業は、主任児童委員が行い

ます。 

 

【事業内容】 

(1) 子育て支援に関する情報提供 

(2) 子育てに関する不安や悩みの傾聴 

(3) 乳児及び保護者の心身の様子及び養育環境の把握 

【対象者】 

(1) 原則、生後４か月までの乳児がいる家庭 

(2) 第２子以降の乳児及び保護者で母子保健法による訪問指導を実施しない家庭 

【事業の流れ】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) こんにちは赤ちゃん訪問 

※コロナの状況により、実施方法を随時検討します。 

 

訪問の趣旨を説明し、保護者の都合等を確認します。 

対象家庭の情報提供をし、訪問記録票とオレンジバッグ（対象家庭への配布物）をお渡しします。 

対象家庭と訪問日時の調整をして訪問します。原則、訪問は 1 回です。
(※)当面の間、訪問は玄関先での対応とします。 

訪問記録票に記入し、翌月の連絡会で提出します。訪問の状況により、
こども家庭支援課による支援を急いだ方がよい場合は、早急に報告して
ください。 

訪問実施状況から、継続支援の
要・不要について検討します。 

訪問依頼〈こんにちは赤ちゃん訪問員連絡会（以下、「連絡会」）〉 

対象家庭に連絡・訪問〈訪問員〉 

訪問の報告〈訪問員〉 

事後処理〈こども家庭支援課（こども若者
相談担当）〉 

 

フォロー〈こども家庭支援課（こども若者
相談担当・親子健康担当）、民生委員、
主任児童委員等〉 

 必要な家庭は、継続支援をします。 

対象家庭に事前連絡〈こども家庭支援課（こども若者相談担当）〉 

（こども家庭支援課） 
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ひとり親等が児童扶養手当の申請をする際に、申し立てに対する調査を行います。 

【調査までの流れ】 
 

 

 

 

 

 

【申立書の種類】 

・事実婚解消申立書 

・別居監護申立書 

・母子（父子）申立書 

・母子（父子）で生活していることの申立書 

・養育申立書 

 

 

 

 

  

(5) 児童扶養手当申立書調査 

① 依頼人が居住区域の民生委員を確認する。 

② 依頼人が居住区域の民生委員に連絡し、面会日を決める。 

③ 民生委員が依頼人の申し立て内容を聞き取り、調査書を交付す

る。（申立書は、依頼人が持ってくる。） 

（子育て総務課） 
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秦野市副市長 様                           児童扶養手当関係書類 

事実婚解消申立書 

 
住 所  秦野市桜町１－３－２           

申立人 
氏 名  秦野 桜子              ㊞ 

記名押印に代えて署名することが出来ます。 
 

私は次のとおり事実婚を解消したことを申し立てます。 

事実婚の相手の氏名 伊勢原 太郎 

事実婚のあった住所 秦野市桜町１－３－２ 

事実婚の期間 令和 元 年 ５ 月 ３  日 ～ 令和  元 年 ８ 月３１ 日 

事実婚解消理由  
令和元年５月２日離婚が成立しましたが、新しい家を契約と就職が決定するまで  
                                          
 
離婚した元夫と同居していましたが、家の契約と就職が決まり、独立することが  
                                          
 
可能となったため事実婚を解消しました。  
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
 

 
 

調  査  書（発行整理番号     号） 

令和  年  月  日 
調査の結果次のとおりです。 

上記のとおり相違ありません（その他所見がある場合には下記に記入してください）。 

 

 
民生委員署名欄 
 
 （住所）                       （氏名） 
                                            ㊞ 

記載日、住所及び氏名を記入してください 

主な様式例① 
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依 頼 書 

令和  年  月  日  

民生委員児童委員 様 

 

児童扶養手当の申請（受給）に、申立てに対する調査（状況確認）が必要なため、ご

協力をお願いします。 

この調査（状況確認）は、現在、事実婚が解消しているかどうかの確認になりますの

で、必ず申立人と面談を行ってください。 

 ご不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

 

事務担当は、秦野市役所子育て総務課 手当・助成担当です。 

電   話 ８２-９６０７（直通） 

 

調査書への記入例 

１ 本人の申立てのとおりの場合 

  申立書の内容と相違なければ、申立書下側の「調査書」の調査日と民生委員署名欄

の住所と氏名を記載し、ご捺印をお願いします。 

２ 申立ての確認ができない場合 

  申立人に、書類を一旦預からせてほしい旨を伝え、当課にご相談ください。 

３ その他所見がありましたら記入をお願いします。 

（例）「申立てでは、前夫と会っていないとなっていますが、２カ月に１度会っている

ようです。」 

※ 調査書発行後、申立ての内容と異なることが判明した場合、又はお気づきの点等が

ある場合は、当課までご連絡ください。 
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秦野市副市長 様                               児童扶養手当関係書類 

別居監護申立書 

証書番号 第  29999999    号  
 

  申立人  住 所  秦野市桜町１－３－２           
 

氏 名  秦野 桜子              ㊞ 
記名押印に代えて署名することが出来ます。 

 
私は、児童と別居しておりますが次のとおり監護していることを申し立てます。 
 
１ 監護している事実について 

別居先の住所 秦野市平沢９４－１ 

別居先の世帯主 渋沢 一郎                 (請求者との関係： 父   ) 

別居の理由 通学している学校に近いため 

仕送り・手紙・電話連絡等  
 
平日は、通学するために子供は、祖父母の実家で生活していますが、            
 
生活費を毎月５万円提供し、電話連絡も毎日している。土日は、自宅に戻って来ます。                                           
                                          
 
                                          
 
                                          
 

 
２ 別居している児童 

氏   名 生 年 月 日 続柄 氏   名 生 年 月 日 続柄 

秦野 さくら Ｈ24 年 7 月 5 日 長女  年  月  日  

  年  月  日   年  月  日  

 
 

調  査  書（発行整理番号     号） 
令和   年   月   日 

調査の結果次のとおりです。 

上記のとおり相違ありません（その他所見がある場合には下記に記入してください）。 

 

 
民生委員署名欄 
 
 （住 所）                        （氏 名） 
                                                ㊞ 

記載日、住所及び氏名を記入してください 

主な様式例② 
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依 頼 書 

令和  年  月  日  

民生委員児童委員 様 

 

児童扶養手当の申請（受給）に、申立てに対する調査（状況確認）が必要なため、ご協力をお

願いします。 

この調査（状況確認）は、現在、申立人と児童がどうして住所地が異なるのか、どのように監

護しているのかの確認になりますので、必ず児童等と面談を行ってください。 

 ご不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

 

事務担当は、秦野市役所子育て総務課 手当・助成担当です。 

電   話 ８２-９６０７（直通） 

 

調査書への記入例 

１ 本人の申立てのとおりの場合 

  申立書の内容と相違なければ、申立書下側の「調査書」の調査日と民生委員署名欄の住所と

氏名を記載し、ご捺印をお願いします。 

２ 申立ての確認ができない場合 

  申立人に、書類を一旦預からせてほしい旨を伝え、当課にご相談ください。 

３ その他所見がありましたら記入をお願いします。 

（例）「子どもと週１回程度、会ったり、電話をしていることを確認した。」 

※ 調査書発行後、申立ての内容と異なることが判明した場合、又はお気づきの点等がある場合

は、当課までご連絡ください。 
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秦野市副市長 様                               児童扶養手当関係書類 

母 子 (父 子) 申 立 書 

 
証書番号   第  29999999     号  

 
  申立人  住 所  秦野市桜町１－３－２           

    
氏 名  秦野 桜子              ㊞ 

記名押印に代えて署名することが出来ます。 
私は、母子（父子）世帯として生活していることを申し立てます。 
 
１ 監護している児童の氏名等 

氏   名 生 年 月 日 続柄 
秦野 さくら Ｈ24 年   7 月 5 日 長女 

  年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 
２ 母子（父子）世帯申立ての理由 
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 

 
 
 

調  査  書（発行整理番号     号） 
令和   年   月   日 

調査の結果次のとおりです。 

上記のとおり相違ありません（その他所見がある場合には下記に記入してください）。 

 

 
民生委員署名欄 
 （住 所）                        （氏 名） 
                                                ㊞ 

現在、居住している自宅は、離婚した元夫名義で２年間の更新をしたばかりです。 

記載日、住所及び氏名を記入してください 

名義は、元夫ですが、家賃及び光熱水費の支払いについては、自分の収入の中からしています。 

元夫とは交流もなく、経済的な援助も受けておらず、母子のみで生活しています。 

主な様式例③ 

- 35 -



依 頼 書 

令和  年  月  日  

民生委員児童委員 様 

 

児童扶養手当の申請（受給）に、申立てに対する調査（状況確認）が必要なため、ご協力をお

願いします。 

この調査（状況確認）は、現在、母子家庭又は父子家庭として生活をしているかどうかの確認

になりますので、必ず申立人と面談を行ってください。 

 ご不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

 

事務担当は、秦野市役所子育総務課 手当・助成担当です。 

電   話 ８２-９６０７（直通） 

 

母子申立書調査結果欄記入例 

１ 本人の申立てのとおりの場合 

  申立書の内容と相違なければ、申立書下側の「調査書」の調査日と民生委員署名欄の住所と

氏名を記載し、ご捺印をお願いします。 

２ 申立ての確認ができない場合 

  申立人に、書類を一旦預からせてほしい旨を伝え、当課にご相談ください。 

３ その他所見がありましたら記入をお願いします。 

 （例）「申立てでは、子どもが３人となっていますが、母と子ども２人で生活をしています。

子ども１人は、祖父母宅で生活をしています。」 

※ 調査書発行後、申立ての内容と異なることが判明した場合、又はお気づきの点等がある場合

は、当課までご連絡ください。 
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秦野市副市長 様                               児童扶養手当関係書類 

母子(父子)で生活していることの申立書 

証書番号 第  29999999    号  
 

  申立人  住 所    秦野市桜町１－３－２         
        

氏 名    秦野 桜子            ㊞ 
記名押印に代えて署名することが出来ます。 

 
私は、次のとおり上記の住所に母子（父子）で生活しており、前夫（前妻）と交流がないことを申し立てます。 
 
１ 世帯構成について 

氏   名 生 年 月 日 続柄 居住している期間 
秦野 桜子 Ｓ61 年  1 月 31 日 本人 令和  元年    6 月から 

秦野 さくら Ｈ24 年  7 月 5 日 長女 令和  元年    6 月から 

 年  月  日       年   月から 

 年  月  日       年   月から 

 年  月  日       年   月から 
 
２ 前夫（前妻）と別居した日等 

前夫（前妻）と別居した日 世帯分離した日 
令和 元 年 5 月 22 日 令和 元 年 5 月 22 日 

 
３ 前夫（前妻）が住民票を移せない理由（前夫（前妻）の住所地が近い場合は、交流がない旨を具体的に記入

してください） 
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 

 
４ 前夫（前妻）の転居先 

①  不明  ２ 居住地(                                    ) 

 
調  査  書（発行整理番号     号） 

令和   年   月   日 
調査の結果次のとおりです。 

上記のとおり相違ありません（その他所見がある場合には下記に記入してください）。 

 

民生委員署名欄 
 （住 所）                        （氏 名） 
                                                ㊞ 

元夫が住宅ローンを支払っているため、住宅ローンの支払いが完済するまで、元夫の住民票を異動 

させることができません。 

元夫とは交流もなく、経済的な援助も受けておらず、母子のみで生活しています。 

記載日、住所及び氏名を記入してください 

主な様式例④ 
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依 頼 書 

 

令和  年  月  日  

 

民生委員児童委員 様 

 

児童扶養手当の申請（受給）に、申立てに対する調査（状況確認）が必要なため、ご協力をお

願いします。 

この調査（状況確認）は、前夫（前妻）が住民票を異動していない理由と前夫（前妻）との交

流がないことの確認になりますので、必ず申立人と面談を行ってください。 

 ご不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

 

事務担当は、秦野市役所子育て総務課 手当・助成担当です。 

電   話 ８２-９６０７（直通） 

 

母子申立書調査結果欄記入例 

１ 本人の申立てのとおりの場合 

  申立書の内容と相違なければ、申立書下側の「調査書」の調査日と民生委員署名欄の住所と

氏名を記載し、ご捺印をお願いします。 

２ 申立ての確認ができない場合 

申立人に、書類を一旦預からせてほしい旨を伝え、当課にご相談ください。 

３ その他所見がありましたら記入をお願いします。 

  （例）「申立てでは、前夫との交流がないとあるが、月２回程度の交流がある。」 

※ 調査書発行後、申立ての内容と異なることが判明した場合、又はお気づきの点等がある場合

は、当課までご連絡ください。 
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秦野市副市長 様                               児童扶養手当関係書類 

住所要件に関する申立書 

証書番号 第    21009999     号  
 

  申立人  住 所  秦野市桜町１－３－２               
        

氏 名  秦野 桜子              ㊞ 
記名押印に代えて署名することが出来ます。 

私は、次のとおり児童と下記に居住していることを申し立てます。 
 
１ 現に居住している住所 

  秦野市 桜町１－３－２ 
 
２ 住民票の住所 

    秦野市西田原○○○○番地 

 
３ 世帯構成について 

氏   名 生 年 月 日 続柄 居住している期間 
秦野 桜子 S60 年  11 月 30 日 本人 令和  元年   5 月から 

秦野 撫子 H25 年  9 月  8 日 子 令和  元年   5 月から 

 年  月  日       年   月から 

 年  月  日       年   月から 

 年  月  日       年   月から 

 
４ 住民票を移せない理由（具体的に詳しく記入してください） 
離婚した元夫の酒乱がひどく、飲酒した際に以前の住所地を訪問することがたびたびあり  
                                          
危害を加えられる危険性が高いので、住民票を移すことが難しい。  
                                          
 
                                          
 
                                          
 

 
 

調  査  書（発行整理番号     号） 
令和   年   月   日 

調査の結果次のとおりです。 

上記のとおり相違ありません（その他所見がある場合には下記に記入してください）。 

 

民生委員署名欄 
 （住 所）                        （氏 名） 
                                                ㊞ 

記載日、住所及び氏名を記入してください 

主な様式例⑤ 
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依 頼 書 

令和  年  月  日  

 

民生委員児童委員 様 

 

児童扶養手当の申請（受給）に、申立てに対する調査（状況確認）が必要なため、ご協力をお

願いします。 

この調査（状況確認）は、現在、住民票の住所地と現実の住所地が異なっている理由の確認に

なりますので、必ず申立人と面談を行ってください。 

 ご不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

 

事務担当は、秦野市役所子育て総務課 手当・助成担当です。 

電   話 ８２-９６０７（直通） 

 

住所要件に関する申立書調査結果欄記入例 

１ 本人の申立てのとおりの場合 

  申立書の内容と相違なければ、申立書下側の「調査書」の調査日と民生委員署名欄の住所と

氏名を記載し、ご捺印をお願いします。 

２ 申立ての確認ができない場合 

  申立人に、書類を一旦預からせていただきたい旨を伝え、当課にご相談ください。 

３ その他所見がありましたら記入をお願いします。 

  （例）「申立てでは、夫の暴力のために住所を移したとあるが、現住所地に月１回程度、夫

が来ている。」 

※ 調査書発行後、申立ての内容と異なることが判明した場合、又はお気づきの点等がある場合

は、当課までご連絡ください。 
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秦野市副市長 様                               児童扶養手当関係書類 

養 育 申 立 書 

証書番号 第  29999999         号  
 

  申立人  住 所  秦野市桜町１－３－２           
       児童との関係（  祖母  ）  

 
氏 名  秦野 桜子              ㊞ 

記名押印に代えて署名することが出来ます。 
 

私は、次のとおり養育していることを申し立てます。 
 
１ 養育している児童 

氏   名 生 年 月 日 氏   名 生 年 月 日 

秦野 さくら Ｈ24 年 7 月 5 日  年  月  日 

  年  月  日  年  月  日 

 
２ 養育するに至った理由 
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                          

 父  の  状  況  母  の  状  況  
氏   名  秦野 太郎 秦野 花子 

該当事由  
イ離婚・ロ死亡・ハ障害・ニ生死不明  
ホ遺棄・ヘ拘禁・ト未婚の女子の子  
チその他（            ）  

イ死亡・ロ生死不明・ハ拘禁  
ニ戸籍上母がいない  
ホその他（            ）  

事由発生  令和  元  年   ５月  １５日  令和  元  年   ５月  １５日  

非該当予定       年    月    日       年    月    日  

 
 

調  査  書（発行整理番号     号） 
令和   年   月   日 

調査の結果次のとおりです。 

上記のとおり相違ありません（その他所見がある場合には下記に記入してください）。 

 

 
民生委員署名欄 
 （住 所）                        （氏 名） 
                                                ㊞ 
 

児童の両親が交通事故で死亡したことにより、児童の監護を行う者がいなくなってしまったため、 

私が児童の監護を行うことにしました。 

記載日、住所及び氏名を記入してください 

主な様式例⑥ 
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依 頼 書 

令和  年  月  日  

民生委員児童委員 様 

 

児童扶養手当の申請（受給）に、申立てに対する調査（状況確認）が必要なため、ご協力をお

願いします。 

この調査（状況確認）は、現在、申立人が児童を養育しているかどうかの確認になりますの

で、必ず申立人と養育している児童の面談を行ってください。 

 ご不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

 

  事務担当は、秦野市役所子育て総務課 手当・助成担当です。 

電   話 ８２-９６０７（直通） 

 

調査書への記入例 

１ 申立てのとおりの場合 

  申立書の内容と相違なければ、申立書下側の「調査書」の調査日と民生委員署名欄の住所と

氏名を記載し、ご捺印をお願いします。 

２ 申立ての確認ができない場合 

  申立人に、書類を一旦預からせてほしい旨を伝え、当課にご相談ください。 

３ その他所見がありましたら記入をお願いします。 

（例）「現在、孫と暮らしていることを日常の生活状況により確認した。」 

 

※ 調査書発行後、申立ての内容と異なることが判明した場合、又はお気づきの点等がある場合

は、当課までご連絡ください。 
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ケースによっては新任職員と一緒に

見守り対象者を訪問し、引継ぎを

行ってください。 

 

 

 

民生委員を退任する場合、後任者がスムーズに見守り活動に入れるよう、引継ぎ

を行ってください。後任者が決まっている場合は、後任者の委嘱後、概ね２週間で

行います。後任者が決まっていない場合は、地区会長の判断に従ってください。 

なお、退任後も民生委員活動で知り得た個人情報等については、守秘義務があり

ます。個人的な理由や考えに基づいて利用することや、第三者に伝えることは禁止

されています。 

また、個人情報が記載されている書類の廃棄にあたっては、シュレッダーにより

処分するなど、個人情報の保護に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 退任式で回収するもの 

退任式にご持参又は、地域共生推進課、市社会福祉協議会へご返却ください。 

№ 資料名 発行日 発行者 備考

1 民生委員バッジ 県

2 民生委員用ブルゾン 市民児協 未使用のもののみ

3 「民生委員・児童委員」門標（黒地、金属） 県

4 「福祉相談員」門標（白地、プラスチック） 市民児協 ある場合のみ

 

- 43 -



 

２ 引き継ぐもの         ※一覧にないものは破棄してください。 

 

№ 資料名 発行日 発行者 備考

1 民生委員腕章

2 担当区域図 令和2年 地域共生推進課

3 民生委員児童委員活動事例Ｑ＆Ａ集 平成29年3月 県民児協

4
民生委員児童委員活動強化方
策

令和4年3月 県民児協 各地区会長のみ

5
民生委員児童委員活動強化方
策（ダイジェスト版）

令和4年3月 県民児協

6 単位民児協運営の手引き 令和4年3月 全民児連 各地区会長のみ

7 個別援助票の手引き 平成25年11月 県民児協

8
個別援助票(未使用含む)(様
式１－①)

県民児協

9
個別援助票継続用紙(未使
用)(様式１－②)

県民児協
記入有りのものは原則
破棄

10 対象者把握一覧(様式１－③) 県民児協

11 調査事務の手引き
平成28年11月
平成25年11月

県民児協

12 依頼書・調査書（未使用） 県民児協

13 依頼書・調査書（発行控え） 県民児協
発行日から３年過ぎた
ものは破棄

14 生活福祉資金借受世帯援助記録票 市社協 該当者がいる場合のみ

15 ひとり暮らし高齢者等登録者一覧 高齢介護課

16 ひとり暮らし高齢者等異動者一覧 随時 高齢介護課

17 災害時避難行動要支援者名簿 防災課

18 民生委員別被保護者名簿 生活援護課

19 連絡票（変更等の通知） 随時 生活援護課
「開始」「変更（転
入）」のみ

20 母子世帯についての連絡 随時 子育て総務課
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令和５年５月１９日現在 

秦野市民生委員児童委員協議会
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秦野市民生委員児童委員協議会会則 
 

（昭和６０年６月１日施行） 

改正 平成１２年１２月４日 平成１４年１２月６日 

平成２８年５月１０日 令和３年５月２０日 

 

 （名称及び組織） 

第１条 この会は、秦野市民生委員児童委員協議会と称し、秦野市民生委

員・児童委員（以下「会員」という。）をもって組織する。 

 

（事務局） 

第２条 この会の事務局は、秦野市福祉事務所及び秦野市社会福祉協議会内に

置く。 

 

（目的） 

第３条  この会は、民生委員・児童委員としての会員相互の親睦、連携及び協

力により民生委員・児童委員活動の円滑な推進を図り、もって社会福祉の向

上に努めることを目的とする。 

 

 （事業） 

第４条 第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 民生委員・児童委員の職務を遂行するために必要な調査、研究及び研

修会の開催 

(2) 民生委員・児童委員活動に必要な情報の収集及び交換 

 (3) 福祉事務所、その他の行政機関及び公共団体との連携 

 (4) 会員の親睦を図るための別表に定める慶弔金等の支給 

 (5) 前各号に定めるもののほか、会の目的達成に必要な事業 

 

  （役員及び任期） 

第５条 この会の役員として、会長１名、副会長１名、常任理事１３名以内、

理事３２名以内、監事２名を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1) 会長は、秦野市民生委員児童委員協議会地区会長会（以下「会長会」

という。）会長 
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 (2) 副会長は、会長会副会長 

 (3) 常任理事は、会長会会員 

 (4) 理事は、前号のほか地区副会長、部会及び部の長 

(5) 監事は、理事以外の会員のうちから常任理事会において選任する者 

２ 監事を除く役員の任期は３年、監事の任期は１年とする。ただし、再任を

妨げない。 

３ 補欠によって役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

  （役員の職務） 

第６条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 常任理事は、常任理事会を構成し、会の運営に関する事項を執行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、会の運営に関する事項を協議する。 

５ 監事は、会の会計監査に当たる。   

 

（顧問） 

第７条  本会に顧問を置くことができる。 

２  顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。 

３  顧問は、本会の会務について、会長の諮問にこたえる。 

 

  （会議） 

第８条  会議は、総会、常任理事会及び理事会とする。 

２ 総会は、定例会及び臨時会とし、定例会は年２回以内、臨時会は必要の都

度開催し、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 事業計画及び予算に関すること。 

 (2) 事業報告及び決算に関すること。 

 (3)  会則の制定、改廃に関すること。 

 (4)  その他総会で議決すべきであると理事会で判断した事項 

３  理事会は、必要の都度開催し、次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 総会に付議する事項 

 (2) 総会の議決により委任された事項 

 (3)  その他会の運営について会長が必要と認めた事項 
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４ 常任理事会は、定例会及び臨時会とし、定例会は年１２回以内、臨時会は

必要の都度開催し、次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 理事会に付議する事項 

 (2) 会の運営に関する連絡調整 

(3)  その他会長が必要と認める事項 

５ 会議は、会長が招集し、総会においては理事以外の出席者の中から選出さ

れた者が、常任理事会及び理事会においては会長がその議長となる。 

６ 会議は、総会及び理事会においては構成委員の過半数の、常任理事会にお

いては構成委員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半

数の賛成をもって決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

７ 会議のうち常任理事会及び理事会における構成員の代理出席者は、その会

議において構成員とみなす。   

 

  （部会等の設置） 

第９条 この会の事業を効果的に行うため、部会及び部を設けることができる。 

２  部会及び部に関する規定は、会長が理事会の議決を得て別に定める。   

 

（経費） 

第１０条 この会の経費は、会費、助成金、補助金、その他の収入をもってこ

れに充てる。 

 

  （会計年度） 

第１１条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わ

る。 

 

   附 則 

１  この会則は、昭和６０年６月１日から施行する。 

２  秦野市民生委員児童委員協議会会則（昭和５３年７月１日施行。以下「旧

会則という。」）は廃止する。 

３  旧会則により選出された役員は、この会則により選出された役員とみなし、

旧会則により選出された役員であって、この会則により廃職となった役員は、

この会則施行日以後その身分を失う。 
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附 則（平成１２年１２月４日） 

この会則は、平成１２年１２月４日から施行する。 

 

   附 則（平成１４年１２月６日） 

 この会則は、平成１４年１２月６日から施行する。 
 

附 則（平成２８年５月１０日） 

 この会則は、平成２８年５月１０日から施行する。 

 

附 則（令和３年５月２０日） 

この会則は、令和３年５月２０日から施行する。ただし、現役員の任期につ

いては、改正後の第５条第２項の規定にかかわらず、令和４年１１月３０日ま

でとする。 
 

別 表（第４条関係） 

種 別 内   容 金 額 備 考 

死亡弔慰 １ 会員が死亡したとき 20,000 円 １の場合 

10,000 円相当の 

花輪 

２ 会員の配偶者が死亡したとき 10,000 円  

３ 会員と同居している父母（姻

族を含む）及び子が死亡したと

き 

10,000 円  

傷病見舞 会員が傷病にかかり、１か月以上

入院又は自宅療養したとき 

10,000 円  

災害見舞 

 

会員の居宅が災害をうけたとき 

全焼又は全壊 

半焼又は半壊 

 

10,000 円 

5,000 円 

 

結婚祝い 会員が結婚したとき 10,000 円  

出産祝い 会員又はその配偶者が出産したと

き 

5,000 円  
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秦野市民生委員児童委員協議会地区会長会会則 

 

（昭和６０年５月１３日施行） 

改正 平成１２年１２月４日 令和３年５月２０日 

 

  （名称及び組織） 

第１条  この会は、秦野市民生委員児童委員協議会地区会長会と称し、民生委

員法（昭和２３年法律第１９８号）第２５条に定める会長をもって組織する。 

 

  （事務局） 

第２条  この会の事務局は、秦野市福祉事務所及び秦野市社会福祉協議会内に

置く。 

 

  （目的） 

第３条 この会は、民生委員児童委員協議会（以下「民児協」という。）相互

の連絡調整と会員の親睦を図ることを目的とする。 

 

  （事業） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 民児協相互の情報交換及び調整 

 (2) 会員としての責務を全うするための研究及び情報の収集 

(3) 行政機関及び公共団体との連携 

(4) 前各号に定めるもののほか、会の運営に関する事務 

 

  （役員及び任期） 

第５条  この会の役員として、会長及び副会長それぞれ１名を置く。 

２  役員は、会員の互選とする。 

３  役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。 

４  補欠によって役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

  （役員の職務） 

第６条  会長は、この会を代表し、会務を総理する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第７条  会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年１２回以内、臨時会は必

要の都度開催し、いずれも会長が招集し、その議長となる。 

２  会議は、会員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半

数をもって決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

３  会員の代理出席者は、その会議において会員とみなす。 

 

  （専決） 

第８条  会長は、本会の議決事項であっても、会議を開催する暇のないとき、

又は軽易な事項については、専決することができる。 

 

      附  則 

１  この会則は、昭和６０年５月１３日から施行する。 

２ 秦野市地区会長会会則（昭和５０年４月１日施行。以下「旧会則」とい

う。）は廃止する。 

３  旧会則により選出された役員は、この会則により選出された役員とみなし、

旧会則により選出された役員であってこの会則により廃職となった役員は、

この会則施行日以後その身分を失う。 

 

附  則（平成１２年１２月４日） 

この会則は、平成１２年１２月４日から施行する。 

 

附  則（令和３年５月２０日） 

この会則は、令和３年５月２０日から施行する。ただし、現役員の任期につ

いては、改正後の第５条第３項の規定にかかわらず、令和４年１１月３０日ま

でとする。 
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秦野市民生委員児童委員協議会部会設置要綱 

 
（昭和６０年６月１日施行） 

改正 平成１２年１２月４日 平成１４年１２月６日 

平成２６年５月１日  令和３年５月２０日 

令和５年５月１９日 

 

  （趣旨） 

第１条 この要綱は、秦野市民生委員児童委員協議会会則第９条の規定に基づ

き、部会の設置について必要な事項を定める。 

 

（組織） 
第２条 部会は、秦野市民生委員児童委員協議会構成員のうち、各地区から選

出された部会長及び副部会長をもって組織する。 

 

（部会の設置） 

第３条 部会は次のとおりとする。 

 (1) 地域援護部会 

(2) 高齢部会 

(3) 障害部会 

(4) 児童部会 

 

  （活動） 

第４条 部会は、民生委員・児童委員としての活動事項について専門的に研究

討議し、その資質の向上と社会福祉の増進に努める。 

２  部会の所管事業は次のとおりとする。 

(1) 地域援護部会  地域福祉及び低所得者に関すること 

(2) 高齢部会   高齢者に関すること 

(3) 障害部会   身体障害者、知的障害者及び精神障害者に関すること 

(4) 児童部会      児童及びひとり親家庭に関すること 

 

（役員） 

第５条  部会に次の役員を置く。 
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 (1) 部会長          １名 

 (2) 副部会長        １名 

 

  （役員の選任） 

第６条  役員は、地区部会長の互選とする。 

 

  （役員の職務） 

第７条  部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

 

  （役員の任期等） 

第８条  役員の任期等は、秦野市民生委員児童委員協議会会則に準ずる。 

 

 （担当会長） 

第９条 部会に担当会長２名を置く。 

２ 担当会長は、常任理事会での互選とする。  

３ 担当会長は、部会内の協議内容に対し助言をするとともに、その内容を常

任理事会に報告する。 

４ 担当会長の任期等は、秦野市民生委員児童委員協議会会則に準ずる。 

 

  （会議） 

第１０条  部会は、部会長が必要の都度招集し、その議長となる。 

 

  （委任） 

第１１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度会議で定める。 

 

      附  則 

１  この要綱は、昭和６０年６月１日から施行する。 

２  秦野市民生委員児童委員協議会部会運営要綱（昭和５３年７月１日施行。

以下「旧要綱」という。）は廃止し、旧要綱により選出された役員は、この

要綱により選出された役員とみなす。 
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      附  則（平成１２年１２月４日） 

この要綱は、平成１２年１２月４日から施行する。 

 

      附  則（平成１４年１２月６日） 

この要綱は、平成１４年１２月６日から施行する。 

 

附  則（平成２６年５月１日） 

この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

附  則（令和３年５月２０日） 

この要綱は、令和３年５月２０日から施行する。 

 

附  則（令和５年５月１９日） 

この要綱は、令和５年５月１９日から施行する。 
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秦野市民生委員児童委員協議会広報部設置要綱 

 
（平成４年４月３０日施行） 

改正 平成１２年１２月４日 平成２６年５月１日 

令和５年５月１９日 

 

  （趣旨） 

第１条 この要綱は、秦野市民生委員児童委員協議会会則第９条の規定に基づ

き、広報部の設置について必要な事項を定める。 

 

  （組織） 

第２条 広報部は、秦野市民生委員児童委員協議会構成員のうち、各地区から

選出された広報部員をもって組織する。 

 

  （活動） 

第３条 広報部は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 機関紙「はだの民児協だより」の発行 

(2) 広報活動に係る研究及び協議 

 

  （役員） 

第４条  広報部に次の役員等を置く。 

(1) 部  長     １名 

 (2) 副部長     ２名 

 

  （役員の選任） 

第５条  役員は、部員の互選とする。 

 

  （役員等の職務） 

第６条  部長は、広報部を代表し、会務を総理する。 

２  副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

   

（役員の任期等） 

第７条  役員等の任期等は、秦野市民生委員児童委員協議会会則に準ずる。 
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 （担当会長） 

第８条 部に担当会長１名を置く。 

２ 担当会長は、常任理事会での互選とする。  

３ 担当会長は、部内の協議内容に対し助言をするとともに、その内容を常任

理事会に報告する。 

４ 担当会長の任期等は、秦野市民生委員児童委員協議会会則に準ずる。 

 

  （会議） 

第９条  会議は、部長が必要の都度招集し、その議長となる。 

 

  （委任） 

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度会議で定める。 

 

附  則 

１  この要綱は、平成４年４月３０日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

２  この要綱の施行日前において現に役員として選任されている者は、この要

綱により選任された者とみなす。この場合において、その役員の任期の始期

は、平成３年１２月１日から起算するものとする。 

 

      附  則（平成１２年１２月４日） 

  この要綱は、平成１２年１２月４日から施行する。 

 

附  則（平成２６年５月１日） 

  この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

附  則（令和５年５月１９日） 

この要綱は、令和５年５月１９日から施行する。 

  

- 56 -



 

秦野市民生委員児童委員協議会主任児童委員部設置要綱 

 
（平成１４年１２月６日施行） 

改正 平成２６年５月１日 令和５年５月１９日 

 

  （趣旨） 

第１条 この要綱は、秦野市民生委員児童委員協議会会則第９条の規定に基づ

き、主任児童委員部の設置について必要な事項を定める。 

 

  （組織） 

第２条 主任児童委員部は、秦野市民生委員児童委員協議会構成員のうち、主

任児童委員をもって組織する。 

 

  （活動） 

第３条 主任児童委員部は、児童福祉の推進を図るための研究・協議を行い、

部員の資質の向上に努める。 

 

  （役員） 

第４条  主任児童委員部に次の役員を置く。 

(1) 部  長     １名 

(2) 副部長     ２名 

 

  （役員の選任） 

第５条  役員は、主任児童委員の互選とする。 

 

  （役員の職務） 

第６条  部長は、主任児童委員部を代表し、会務を総理する。 

２  副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

  （役員の任期等） 

第７条  役員の任期等は、秦野市民生委員児童委員協議会会則に準ずる。 
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（担当会長） 

第８条 部に担当会長２名を置く。 

２ 担当会長は、常任理事会での互選とする。  

３ 担当会長は、部内の協議内容に対し助言をするとともに、その内容を常任

理事会に報告する。 

４ 担当会長の任期等は、秦野市民生委員児童委員協議会会則に準ずる。 

 

  （会議） 

第９条  会議は、部長が必要の都度招集し、その議長となる。 

 

  （委任） 

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度会議で定める。 

 

附  則（平成１４年１２月６日） 

  この要綱は、平成１４年１２月６日から施行する。 

 

附  則（平成２６年５月１日） 

  この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

附  則（令和５年５月１９日） 

この要綱は、令和５年５月１９日から施行する。 
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「ありがとうの一言を 

 やりがいに」 

 

 

民生委員は、地域で生活する誰もが安心して生活できるよう、暮らしを  

見守るボランティアです。 

見守り対象者、相談者、相談支援機関、そして、民生委員の仲間。 

それぞれの「ありがとう」がやりがいとなり、充実した民生委員活動へと   

つながっていきます。 

 

 

 


